
 

一 

◎
財
政
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
新
旧
対
照
表 

〇
財
政
法
□
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
三
十
四
号
□□
本
則
関
係
□ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

□
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
□ 

改 

正 

案 

現 
 

 

行 

 
 

 

第
三
章 
予
算 

 

 
 

 

第
三
章 

予
算 

 

 
 

 
 

第
二
節 

予
算
の
作
成 

 

 
 

 
 

第
二
節 

予
算
の
作
成 

第
十
六
条 

予
算
は
□
予
算
総
則
□
歳
入
歳
出
予
算
□
継
続
費
□
繰
越
明
許
費

及
び
国
庫
債
務
負
担
行
為
と
す
る
□ 

 

第
十
六
条 

□
同
上
□ 

第
十
六
条
の
二 

内
閣
は
□
我
が
国
の
経
済
及
び
財
政
等
に
関
す
る
将
来
の
推

計
を
信
頼
性
の
あ
る
統
計
等
の
情
報
に
基
づ
き
中
立
公
正
に
実
施
す
る
た
め

の
経
済
財
政
等
将
来
推
計
委
員
会
の
設
置
に
関
す
る
法
律
□
令
和
五
年
法
律

第 
 

 

号
□
第
十
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
の
推
計
の
結

果
を
踏
ま
え
□
三
年
ご
と
に
□
翌
年
度
以
降
の
三
箇
年
度
に
お
け
る
予
算
の

作
成
の
基
本
的
な
方
針
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□ 

 
□
新
設
□ 

第
十
七
条 

□
略
□ 

 

第
十
七
条 

□
略
□ 

第
十
八
条 

財
務
大
臣
は
□
前
条
の
見
積
を
検
討
し
て
必
要
な
調
整
を
行
い
□

歳
入
□
歳
出
□
継
続
費
□
繰
越
明
許
費
及
び
国
庫
債
務
負
担
行
為
の
概
算
を

第
十
八
条 
財
務
大
臣
は
□
前
条
の
見
積
を
検
討
し
て
必
要
な
調
整
を
行
い
□

歳
入
□
歳
出
□
継
続
費
□
繰
越
明
許
費
及
び
国
庫
債
務
負
担
行
為
の
概
算
を



  

二 

作
製
し
□
閣
議
の
決
定
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□ 

作
製
し
□
閣
議
の
決
定
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□ 

② 
□
略
□ 

② 

□
略
□ 

③ 

第
一
項
の
概
算
は
□
第
十
六
条
の
二
の
基
本
的
な
方
針
と
整
合
性
の
と
れ

た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□ 

 

□
新
設
□ 

第
三
十
九
条 

内
閣
は
□
歳
入
歳
出
決
算
に
□
歳
入
決
算
明
細
書
□
各
省
各
庁

の
歳
出
決
算
報
告
書
及
び
継
続
費
決
算
報
告
書
並
び
に
国
の
債
務
に
関
す
る

計
算
書
を
添
付
し
て
□
こ
れ
を
翌
年
度
の
九
月
三
十
日
ま
で
に
会
計
検
査
院

に
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□ 

 

第
三
十
九
条 

内
閣
は
□
歳
入
歳
出
決
算
に
□
歳
入
決
算
明
細
書
□
各
省
各
庁

の
歳
出
決
算
報
告
書
及
び
継
続
費
決
算
報
告
書
並
び
に
国
の
債
務
に
関
す
る

計
算
書
を
添
附
し
て
□
こ
れ
を
翌
年
度
の
十
一
月
三
十
日
ま
で
に
会
計
検
査

院
に
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□ 

第
四
十
条 

内
閣
は
□
会
計
検
査
院
の
検
査
を
経
た
歳
入
歳
出
決
算
を
□
翌
年

度
の
十
一
月
二
十
日
ま
で
に
国
会
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
□ 

第
四
十
条 

内
閣
は
□
会
計
検
査
院
の
検
査
を
経
た
歳
入
歳
出
決
算
を
□
翌
年

度
開
会
の
常
会
に
お
い
て
国
会
に
提
出
す
る
の
を
常
例
と
す
る
□ 

② 

□
略
□ 

 

② 

□
略
□ 

第
四
十
条
の
二 

内
閣
は
□
国
会
に
お
け
る
決
算
の
審
議
の
経
過
及
び
結
果
を
□

当
該
決
算
に
係
る
年
度
の
翌
々
年
度
以
降
の
年
度
の
予
算
の
作
成
に
当
た

り
□
十
分
に
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□ 

 

□
新
設
□ 

 
 

  
 



 

三 

○
国
有
財
産
法
□
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
七
十
三
号
□□
附
則
第
二
条
関
係
□ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

□
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
□ 

改 

正 

案 

現 
 

 

行 

 

□
増
減
及
び
現
在
額
報
告
書
□
総
計
算
書
□ 

第
三
十
三
条 
□
略
□ 

２ 

□
略
□ 

３ 

内
閣
は
□
前
項
の
国
有
財
産
増
減
及
び
現
在
額
総
計
算
書
を
第
一
項
の
国

有
財
産
増
減
及
び
現
在
額
報
告
書
と
と
も
に
□
翌
年
度
九
月
三
十
日
ま
で
に
□

会
計
検
査
院
に
送
付
し
□
そ
の
検
査
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□ 

 

第
三
十
四
条 

内
閣
は
□
会
計
検
査
院
の
検
査
を
経
た
国
有
財
産
増
減
及
び
現

在
額
総
計
算
書
を
□
翌
年
度
の
十
一
月
二
十
日
ま
で
に
国
会
に
報
告
す
る
も

の
と
す
る
□ 

２ 

□
略
□ 

  

□
無
償
貸
付
状
況
報
告
書
□
総
計
算
書
□ 

第
三
十
六
条 

□
略
□ 

２ 

□
略
□ 

３ 

内
閣
は
□
前
項
の
国
有
財
産
無
償
貸
付
状
況
総
計
算
書
を
□
第
一
項
の
各

省
各
庁
の
国
有
財
産
無
償
貸
付
状
況
報
告
書
と
と
も
に
□
翌
年
度
九
月
三
十

日
ま
で
に
□
会
計
検
査
院
に
送
付
し
□
そ
の
検
査
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
□ 

 

□
増
減
及
び
現
在
額
報
告
書
□
総
計
算
書
□ 

第
三
十
三
条 

□
略
□ 

２ 

□
略
□ 

３ 

内
閣
は
□
前
項
の
国
有
財
産
増
減
及
び
現
在
額
総
計
算
書
を
第
一
項
の
国

有
財
産
増
減
及
び
現
在
額
報
告
書
と
と
も
に
□
翌
年
度
十
月
三
十
一
日
ま
で

に
□
会
計
検
査
院
に
送
付
し
□
そ
の
検
査
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□ 

 

第
三
十
四
条 

内
閣
は
□
会
計
検
査
院
の
検
査
を
経
た
国
有
財
産
増
減
及
び
現

在
額
総
計
算
書
を
□
翌
年
度
開
会
の
国
会
の
常
会
に
報
告
す
る
こ
と
を
常
例

と
す
る
□ 

２ 

□
略
□ 

  

□
無
償
貸
付
状
況
報
告
書
□
総
計
算
書
□ 

第
三
十
六
条 

□
略
□ 

２ 

□
略
□ 

３ 
内
閣
は
□
前
項
の
国
有
財
産
無
償
貸
付
状
況
総
計
算
書
を
□
第
一
項
の
各

省
各
庁
の
国
有
財
産
無
償
貸
付
状
況
報
告
書
と
と
も
に
□
翌
年
度
十
月
三
十

一
日
ま
で
に
□
会
計
検
査
院
に
送
付
し
□
そ
の
検
査
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
□ 



  

四 

 
第
三
十
七
条 

内
閣
は
□
会
計
検
査
院
の
検
査
を
経
た
国
有
財
産
無
償
貸
付
状

況
総
計
算
書
を
□
翌
年
度
の
十
一
月
二
十
日
ま
で
に
国
会
に
報
告
す
る
も
の

と
す
る
□ 

２ 

□
略
□ 

 

 

第
三
十
七
条 

内
閣
は
□
会
計
検
査
院
の
検
査
を
経
た
国
有
財
産
無
償
貸
付
状

況
総
計
算
書
を
□
翌
年
度
開
会
の
国
会
の
常
会
に
報
告
す
る
こ
と
を
常
例
と

す
る
□ 

２ 

□
略
□ 

 
 

  
 



 

五 

○
沖
縄
振
興
開
発
金
融
公
庫
の
予
算
及
び
決
算
に
関
す
る
法
律
□
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
九
十
九
号
□□
附
則
第
三
条
関
係
□ 

 
 

 

□
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
□ 

改 

正 

案 

現 
 

 

行 

 

□
決
算
報
告
書
等
の
会
計
検
査
院
へ
の
送
付
□ 

第
二
十
条 

内
閣
は
□
前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
庫
の
決
算
報
告
書
の
送

付
を
受
け
た
と
き
は
□
同
条
第
一
項
の
財
務
諸
表
を
添
え
□
翌
年
度
の
九
月

三
十
日
ま
で
に
□
会
計
検
査
院
に
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□ 

 

□
決
算
報
告
書
等
の
会
計
検
査
院
へ
の
送
付
□ 

第
二
十
条 

内
閣
は
□
前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
庫
の
決
算
報
告
書
の
送

付
を
受
け
た
と
き
は
□
同
条
第
一
項
の
財
務
諸
表
を
添
え
□
翌
年
度
の
十
一

月
三
十
日
ま
で
に
□
会
計
検
査
院
に
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□ 

 

 
 

  
 



  

六 

○
国
税
収
納
金
整
理
資
金
に
関
す
る
法
律
□
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
三
十
六
号
□□
附
則
第
三
条
関
係
□ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

□
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
□ 

改 

正 

案 

現 
 

 

行 

 

□
国
税
収
納
金
整
理
資
金
受
払
計
算
書
□ 

第
十
六
条 

□
略
□ 

２ 

内
閣
は
□
前
項
の
国
税
収
納
金
整
理
資
金
受
払
計
算
書
を
□
翌
年
度
の
九

月
三
十
日
ま
で
に
会
計
検
査
院
に
送
付
し
□
そ
の
検
査
を
受
け
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
□ 

３ 

□
略
□ 

 

□
国
税
収
納
金
整
理
資
金
受
払
計
算
書
□ 

第
十
六
条 

□
略
□ 

２ 

内
閣
は
□
前
項
の
国
税
収
納
金
整
理
資
金
受
払
計
算
書
を
□
翌
年
度
の
十

一
月
三
十
日
ま
で
に
会
計
検
査
院
に
送
付
し
□
そ
の
検
査
を
受
け
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
□ 

３ 

□
略
□ 

 

 
 

  
 



 

七 

○
国
の
債
権
の
管
理
等
に
関
す
る
法
律
□
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
十
四
号
□□
附
則
第
三
条
関
係
□ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

□
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
□ 

改 

正 

案 

現 
 

 

行 

 

□
国
会
へ
の
報
告
等
□ 

第
四
十
条 

□
略
□ 

２ 

内
閣
は
□
前
項
の
債
権
現
在
額
総
計
算
書
を
前
条
の
報
告
書
と
と
も
に
□

翌
年
度
の
九
月
三
十
日
ま
で
に
□
会
計
検
査
院
に
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
□ 

３ 

□
略
□ 

 

 

□
国
会
へ
の
報
告
等
□ 

第
四
十
条 

□
略
□ 

２ 

内
閣
は
□
前
項
の
債
権
現
在
額
総
計
算
書
を
前
条
の
報
告
書
と
と
も
に
□

翌
年
度
の
十
一
月
三
十
日
ま
で
に
□
会
計
検
査
院
に
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
□ 

３ 

□
略
□ 

 

 
 

  
 



  

八 

○
独
立
行
政
法
人
国
際
協
力
機
構
法
□
平
成
十
四
年
法
律
第
百
三
十
六
号
□□
附
則
第
三
条
関
係
□ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

□
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
□ 

改 

正 

案 

現 
 

 

行 

第
三
十
条 
□
略
□ 

２ 

□
略
□ 

３ 

内
閣
は
□
前
項
の
規
定
に
よ
り
有
償
資
金
協
力
業
務
に
係
る
決
算
報
告
書

及
び
財
務
諸
表
の
送
付
を
受
け
た
と
き
は
□
翌
事
業
年
度
の
九
月
三
十
日
ま

で
に
こ
れ
を
会
計
検
査
院
に
送
付
し
□
そ
の
検
査
を
経
て
□
国
の
歳
入
歳
出

の
決
算
と
と
も
に
□
国
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□ 

４
□
６ 

□
略
□ 

 

第
三
十
条 

□
略
□ 

２ 

□
略
□ 

３ 

内
閣
は
□
前
項
の
規
定
に
よ
り
有
償
資
金
協
力
業
務
に
係
る
決
算
報
告
書

及
び
財
務
諸
表
の
送
付
を
受
け
た
と
き
は
□
翌
事
業
年
度
の
十
一
月
三
十
日

ま
で
に
こ
れ
を
会
計
検
査
院
に
送
付
し
□
そ
の
検
査
を
経
て
□
国
の
歳
入
歳

出
の
決
算
と
と
も
に
□
国
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□ 

４
□
６ 

□
略
□ 

 

 
 

  
 



 

九 

○
株
式
会
社
日
本
政
策
金
融
公
庫
法
□
平
成
十
九
年
法
律
第
五
十
七
号
□□
附
則
第
三
条
関
係
□ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

□
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
□ 

改 

正 

案 

現 
 

 

行 

 

□
決
算
報
告
書
の
会
計
検
査
院
へ
の
送
付
□ 

第
四
十
五
条 
内
閣
は
□
前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
庫
の
決
算
報
告
書
の

送
付
を
受
け
た
と
き
は
□
同
条
第
一
項
の
貸
借
対
照
表
等
を
添
え
□
翌
年
度

の
九
月
三
十
日
ま
で
に
□
会
計
検
査
院
に
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□ 

 

□
決
算
報
告
書
の
会
計
検
査
院
へ
の
送
付
□ 

第
四
十
五
条 

内
閣
は
□
前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
庫
の
決
算
報
告
書
の

送
付
を
受
け
た
と
き
は
□
同
条
第
一
項
の
貸
借
対
照
表
等
を
添
え
□
翌
年
度

の
十
一
月
三
十
日
ま
で
に
□
会
計
検
査
院
に
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□ 

 

 
 

  
 



  

一
〇 

○
株
式
会
社
国
際
協
力
銀
行
法
□
平
成
二
十
三
年
法
律
第
三
十
九
号
□□
附
則
第
三
条
関
係
□ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

□
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
□ 

改 

正 

案 

現 
 

 

行 

 

□
決
算
報
告
書
の
会
計
検
査
院
へ
の
送
付
□ 

第
二
十
八
条 
内
閣
は
□
前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
会
社
の
決
算
報
告
書
の

送
付
を
受
け
た
と
き
は
□
同
条
第
一
項
の
貸
借
対
照
表
等
を
添
付
し
て
□
翌

年
度
の
九
月
三
十
日
ま
で
に
□
会
計
検
査
院
に
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
□ 

 

 

□
決
算
報
告
書
の
会
計
検
査
院
へ
の
送
付
□ 

第
二
十
八
条 

内
閣
は
□
前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
会
社
の
決
算
報
告
書
の

送
付
を
受
け
た
と
き
は
□
同
条
第
一
項
の
貸
借
対
照
表
等
を
添
付
し
て
□
翌

年
度
の
十
一
月
三
十
日
ま
で
に
□
会
計
検
査
院
に
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
□ 

 

 
 

  
 



 

一
一 

○
物
品
管
理
法
□
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
十
三
号
□□
附
則
第
四
条
関
係
□ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

□
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
□ 

改 

正 

案 

現 
 

 

行 

 

□
国
会
へ
の
報
告
等
□ 

第
三
十
八
条 
□
略
□ 

２ 

内
閣
は
□
前
項
の
物
品
増
減
及
び
現
在
額
総
計
算
書
を
前
条
の
報
告
書
と

と
も
に
□
翌
年
度
九
月
三
十
日
ま
で
に
□
会
計
検
査
院
に
送
付
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
□ 

３ 

□
略
□ 

 

 

□
国
会
へ
の
報
告
等
□ 

第
三
十
八
条 

□
略
□ 

２ 

内
閣
は
□
前
項
の
物
品
増
減
及
び
現
在
額
総
計
算
書
を
前
条
の
報
告
書
と

と
も
に
□
翌
年
度
十
月
三
十
一
日
ま
で
に
□
会
計
検
査
院
に
送
付
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
□ 

３ 

□
略
□ 

 

 


